
被災地から避難されてこられた方々へ 

 

 今般の東日本大震災において被災された皆様方、心よりお見舞い申し上げます。被災地

から滋賀県内の公営住宅や個人宅等に避難されてこられた方々も多数おられると思われま

す。大震災により、様々な悩みが発生しているかもしれませんし、土地勘のない場所での

避難生活では、通常思いもしない不都合が生じるかもしれません。 

 そこで、お困りのことがありましたら、滋賀県内の司法書士が相談に応じます。相談に

応じる司法書士は、有志で本相談活動に取り組んでおり、無料で応じさせていただきます。 

 たとえば、建物の賃貸借契約のトラブルに関する相談、避難地での雇用契約に関する相

談、現在抱えている借金の支払いに関する相談など、生活紛争全般の相談に応じることが

できます。それ以外の相談でもかまいません。お気軽にご相談ください！ 

 

主催 滋賀県司法書士青年会 

会 長  横 田 喜 久 

                共催 滋賀県司法書士会 

                           会 長  村 西  浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談の受付電話番号】 ０７７－５２５－１０９３ 

 

 受付時間：平日の午前９時から１２時、午後１時から５時 

 

 電話をかけたときは、初めに「大震災の相談のチラシを見た」と言

ってください。 

電話で相談の受付をしていただいた後に、当会の所属司法書士より

相談者の方に電話をかけさせていただき、電話又は面談により、お

話を聞かせていただきます。 


